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船舶事故調査報告書 
 

                            平成２７年１０月１５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

委   員  小須田   敏 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 平成２７年３月１８日 １２時４０分ごろ 

発生場所 京浜港横浜第３区Ｙ１錨地 

横浜大黒防波堤東灯台から真方位１７８°６２０ｍ付近 

（概位 北緯３５°２７.０７′ 東経１３９°４２.４３′） 

事故調査の経過 平成２７年３月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者としての航海士Ａからの意見聴取は、本人が本事故で死

亡したため、行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 マドカミヤ、４９９トン 

１４１５０４、橋本汽船株式会社 

７５.８７ｍ×１２.００ｍ×７.０７ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成２３年９月１日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６４歳 

四級海技士（航海） 

 免 許 年 月 日 昭和４９年１２月１３日 

 免 状 交 付 年 月 日  平成２５年８月２２日 

 免状有効期間満了日 平成３１年５月１７日 

航海士Ａ 男性 ５９歳 

五級海技士（航海） 

 免 許 年 月 日 昭和６０年５月２日 

 免 状 交 付 年 月 日  平成２３年２月１４日 

 免状有効期間満了日 平成２８年４月２日 

 死傷者等 死亡 １人（航海士Ａ）、軽傷 ２人（機関長及び機関士） 

 損傷 なし 

 事故の経過 本船は、船長、航海士Ａ、航海士Ｂ、機関長及び機関士が乗り組

み、京浜港横浜第４区の扇島に着岸する予定で、平成２７年３月１８

日１２時２０分ごろ、船長が船橋で操船指揮に当たり、船首甲板に航

海士Ａ及び航海士Ｂが、船尾甲板に機関長及び機関士がそれぞれ配置

について揚錨作業を開始した。 

 航海士Ａは、左舷錨の爪に‘海中に捨てられていた錨鎖’（以下

「本件錨鎖」という。）が引っ掛かった状態で上がってきたので船長
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に報告し、航海士Ｂに指示をして左舷錨を海中に投下し、本件錨鎖を

左舷錨の爪から外そうと試みた。 

機関長及び機関士は、着岸準備作業を船尾甲板で行っていたが、そ

の状況をトランシーバで聞き、船首甲板に駆けつけた。 

 船長は、本件錨鎖が左舷錨の爪から外れないようなので、右舷揚錨

機の右舷側ホーサードラムの係留索（以下「右舷係留索」という。）

で本件錨鎖を巻き上げて左舷錨から外すよう航海士Ａに指示した。 

 機関長及び機関士等は、船首甲板からフックの付いた竹竿
ざお

（長さ約

４.８５ｍ、フックの口径約６０mm）を用いて、本件錨鎖の下に右舷

係留索を通そうとしたが、うまくいかなかった。 

航海士Ａは、船首甲板からの作業では無理があると判断し、航海士

Ｂに、左舷揚錨機の左舷側ホーサードラムのクラッチを嵌
かん

合
ごう

させ、そ

の係留索（以下「左舷係留索」という。）の端部のアイに足をかけて

左舷錨の近くまで降り、直接本件錨鎖の下に右舷係留索を通す作業を

行っていた。 

機関士は、１２時４０分ごろ「ゴトン」という音と航海士Ａの呻
うめ

き

声を聞き、船首甲板から左舷錨付近をのぞき込み、航海士Ａが左舷錨

とベルマウスとの間に挟まれている状況を目撃した。 

機関士は、左舷錨を巻き出すよう航海士Ｂに伝え指示し、航海士Ｂ

が左舷揚錨機のクラッチを嵌合させてブレーキを緩めたところ、左舷

錨が約３cm 降下し、航海士Ａが落水したのを認めた。 

機関士は、海中に飛び込み、航海士Ａが流されないように支えなが

ら、航海士Ａに本船の甲板上から垂れ下がっている左舷係留索を握ら

せた。 

船長は、機関士が落水した航海士Ａを救助するために海中に飛び込

んだとの報告を受け、海上保安庁に救助の要請をした。 

機関長は、救命浮環を投下し、航海士Ａの救助状況から助けが必要

だと判断して海中に飛び込んだ。 

航海士Ａ、機関長及び機関士は、来援した巡視艇に救助され、救急

隊に引き継がれて病院に搬送された。 

航海士Ａは搬送された病院で死亡が確認され、機関長及び機関士

は、低体温症と診断されたがその日のうちに本船に戻った。 

航海士Ａは、右背面肋骨骨折等があり、溺水の吸引と検案された。

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 左舷錨、写真２ 左舷揚錨 

機 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高０.５ｍ 、水温 約１４℃ 

 その他の事項 

 

本船は、一般鋼材等を運搬する貨物船であり、本事故時は空船状態

で、喫水が、船首約２.００ｍ、船尾約３.９０ｍであり、喫水線から

船首ブルワーク上端までの高さが、約５.８５ｍあった。 
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本船は、電動油圧式の揚錨機を２基装備していた。 

本船の乗組員は、航海士Ａが舷外に出て作業を開始してから左舷錨

とベルマウスとの間に挟まれるまで、誰も航海士Ａの作業状況を見て

いなかった。 

本船の係留索は、ポリプロピレン製で外径が約７０mmであった。 

 船長は、本事故時、船橋にいたので、揚錨機の周囲が船首甲板後部

に設置されたハッチカバーの陰になって、船首甲板上で行われている

作業を見ることはできず、航海士Ａが舷外に出て作業をしていたこと

を本事故後に知った。 

航海士Ａは、本船の乗船履歴が約１年半あり、本事故当時、健康状

態に問題はなかった。 

航海士Ａは本事故当時、ヘルメット、厚手のジャンパー、ズボン、

安全靴を着用していたが、作業用救命衣は着用していなかった。 

機関士は、救助に際し、左舷係留索を航海士Ａに握らせようとした

時、朦朧
もうろう

としながらも片手で自ら掴
つか

んだので意識はあったと思った。 

船長は、外部との連絡等に対応していたことと航海士Ａを救助する

ために機関長及び機関士が海中に飛び込んで人手不足となり、本船に

搭載されている交通艇を降ろすことができなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 航海士Ａの死因は、溺水であった。 

本船は、京浜港横浜区のＹ１錨地において揚錨作業中、航海士Ａ

が、左舷錨に引っ掛かった本件錨鎖を取り除く際、左舷錨とベルマウ

スとの間に挟まれたことから、負傷して落水したものと考えられる。 

 航海士Ａは、左舷係留索の端部のアイに足をかけて左舷錨付近まで

降り、直接本件錨鎖の下に右舷係留索を通そうとした際に左舷錨とベ

ルマウスとの間に挟まれたものと考えられるが、その作業を見ていた

者がいないことから、左舷錨とベルマウスとの間に挟まれるに至った

状況を明らかにすることはできなかった。 

航海士Ａは、落水して溺水したものと考えられるが、溺水に至った

状況を明らかにすることはできなかった。 

航海士Ａは、舷外作業を行うに当たり、命綱又は作業用救命衣を使

用せず、また、連絡のための看視員を配置していなかったものと考え

られる。 

原因  本事故は、本船が、京浜港横浜区のＹ１錨地において揚錨作業中、

航海士Ａが、左舷錨に引っ掛かった本件錨鎖を取り除く際、左舷錨と

ベルマウスとの間に挟まれたため、負傷して落水したことにより発生

したものと考えられる。 
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参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・舷外作業に従事する者には、命綱又は作業用救命衣を使用させる

こと。 

 ・舷外作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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    写真１ 左舷錨        写真２ 左舷揚錨機 
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左舷側ホーサードラム 

及び左舷係留索 


